
 

 

第６回バイオマス事業化戦略検討チームの概要 

 

１ 日 時：平成 24 年４月 27 日（金）14:00～16:00 

２ 場 所：農林水産省第二特別会議室 

３ 出席者 

委 員：五十嵐委員、大原委員、神谷委員、坂西委員、迫田委員（座長代理）、

塚本委員（座長）、徳岡委員、中村一夫委員、野村委員、薬師堂委員、横山委員、

澤委員、中村徹委員、幡多委員、塩山代理委員、山田委員、吉田委員、堀委員 

 関係省庁：内閣府、文部科学省、経済産業省、国土交通省、環境省、農林水産省 

４ 議題 

（１）バイオマス利用技術の現状とロードマップについて 

（２）バイオマス活用の事業化に向けた課題について 

５ 概 要： 

【要旨】 

・ バイオマス利用技術の現状とロードマップ(案)について議論を行い、概ね了承

された。 

・ バイオマス活用の事業化に向けた課題について意見交換を行い、各委員より課

題や方向等の提案があった。 

・ 次回会合は５月 29 日（火）に開催し、バイオマス活用の事業化に向けた課題と

方向について議論予定。 

【主な発言】 

（１） バイオマス利用技術の現状とロードマップについて 

・ メタン発酵は、日本は諸外国と比べても高い技術をもっているにもかかわらず

普及が遅れているので、その普及促進を図る必要。 

・ 水素発酵は、後ろにメタン発酵など他の技術がないと完成しない技術。 

・ 第１世代のエタノール発酵は、技術は完成しているが、食料との競合問題、海

外における土地利用問題があることに留意が必要。 

・ 第２世代のセルロース発酵は、予想以上に技術的進展が遅れている。糖化コス

トが高いためその突破が必要であり、それまでは大規模化には注意が必要。 

・ バイオリファイナリーは、バイオマスを石油化学と同じように利用する意味で

重要な技術であるが、糖質の活用とリグニンの活用という２つのルートがあり、将

来その見極めが必要。 

・ 藻類からの油の生産（第３世代）は、航空機燃料用など用途がはっきりしてい

るが、まだトータルシステムが想像できない。重要な技術であるが、実用化はまだ

大分先。 



 

・ 技術の利用は、地域や対象資源によって差があるため、京都 BDF システムのよ

うに全体像を示した上で適切な技術を選択する必要。 

・ 「実用化」とは、原料、法規制等の周辺環境が整えば技術的には使えるという

意味であり、条件付きであることに留意が必要。換言すれば、我が国は、多くの使

える技術があるのであるから、それを使って事業化を後押しするための仕組みが必

要であり、それが事業化戦略である。 

・ FIT の対象である発電には、直接燃焼とガス化があるが、直接燃焼は 5,000kW

級ではスチームタービンを回すことができるが、コストが高い。それより小さなス

ケールではガス化が向いているが、固定床、流動床、噴流床、更に酸素、空気、ス

チームなどいろいろな方式・ガスの種類があるが、一般的にはかなりの量のタール

が発生し、それがガスエンジンに負担をかけており、まだまだ技術的な課題が多い。 

・ BTL は、ヨーロッパでは将来第二世代燃料よりも大きなウエイトを占めるとも

言われており、南アでは石炭から合成され（CTL）、中東では天然ガスから合成され

ている（GTL）。原理的には BTL も CTL、GTL と同じであるが、バイオマスは扱う量

が少ないという違いがあり、将来的には大事な技術であるが、触媒の開発などの課

題を解決する必要。 

・ 資源・収集運搬は、バイオマス事業化の主要課題であるが、半炭化は、体積を

減らし密度を上げることができ、収集運搬技術として、5 年以内に使える大事な技

術。 

 

（２）バイオマス活用の事業化に向けた課題について 

＜事業化＞ 

（事業化のモデル） 

・ ある程度のパターンを決めて事業化のモデルを示す必要。都市型バイオマスで

は生ごみ、廃食用油、剪定枝、建築廃材の利用システムのモデルを示す必要。メタ

ン発酵は乾式と湿式があり、湿式はかぼちゃの種が混入するとトラブルになる等の

問題があり、２つの方式が異なることに留意が必要。 

・ 技術のロードマップからみると、事業化のターゲットはバイオガスと木質直接

燃焼であり、FIT のような事業化を後押しする仕組みを整える必要。 

・ 技術のロードマップだけでは地産地消、広域などの技術の活用のイメージがわ

かないので、地域特性に応じた技術の利用パターンを示すことが有効。 

・ バイオマスは原料、技術利用とも多様であり、全国展開型と地産地消型の軸ご

とに成功例をつくっていく必要。 

 

（全般） 

・ 短期間に事業化案件を作り出すためには、廃棄物系バイオマスを徹底的に使い



 

切ることを目指すべき。廃棄物は処理コストが見込めるためコスト負担が軽くなり、

既存の収集システムを使えるので、社会全体のコストは少なくて済む。同時に、分

別収集の徹底、食品リサイクル法の目標引き上げ、一般廃棄物と産廃の壁の取り払

い、下水汚泥と生ごみの混合利用促進などの徹底した対策が必要。例えば、未利用

バイオマスの林地残材も廃棄物化しその分補助を行う、ETBE と E10 を統一し混合を

義務化することによって投資負担を軽くするといった発想も必要。 

・ 生ごみや下水汚泥は既存の収集システムがあるので、FIT も活用しその徹底利

用を進めるべき。同時にバイオマス発電ではコジェネなどの熱需要の開拓も必要。 

・ 事業化は、コンセンサスを得られたらところから関係者が連携して実際にやる

ことが大事。国の役割は基盤、規制、補助制度を整えること。それぞれの地域にあ

ったシステムを考える必要。バイオ燃料のニ元化は北海道でやってみたらよいので

はないか。 

・ バイオマス利用の目的が、CO2削減か、エネルギー自給率か、未利用資源の活用

かなどを明確にした上で、目的別に分けて技術や事業環境の整備を整理する必要。

技術のポテンシャル、その技術ができると既存製品より安くなるのか、高くなるの

かを検討し、前者なら技術開発を支援する、後者なら市場環境の整備を支援すると

いった検討が必要。 

・ バイオマスの事業化を実現するための政策と今のタイミングの重要性がポイン

ト。議論で終わらないように、具体的な手順、モデルとなる取組がこうゆう条件で

あれば成立・実現するといった検討をする必要。 

・ 事業化推進の方法論として、FIT における IRR のような手法の導入検討が必要。 

 

＜原料（入口）＞ 

・ 第二世代セルロース発酵技術を利用したバイオリファイナリーは、原料の量と

安定性が大きな課題であり、民間だけではハードルが高い。原料確保は、生産者と

の関係が重要であるが、市町村を超えた都道府県レベルでの対応が必要であり、原

料のプラットホームづくりへの地方農政局、都道府県の協力体制がつくれないか。 

・ 稲わらからのエタノール製造は、1.5 万 kL のエタノール製造には稲わらが 6 万

t 必要だが、稲わら収集の最低コスト（試算）は、13.2 円/t 程度。飼料用稲わらは

約 35 円/t で取引されているが、エタノール用は約 8 円／t にしかできない（稲わら

輸送費は１km あたり１円）。エネルギー利用のためには、カスケード利用や飼料用

との組み合わせにより平均価格でペイするなどの工夫が必要。 

 

＜技術（製造）＞ 

・ バイオマス技術の研究開発は、研究成果の一般公表を公募の条件とすること等

を通じて、緊張感をもって研究を推進していく必要。  



 

・ 直ちに事業化に活用できる技術ではないが、植物にバイオマスをつくらせたり、

荒地でも育つバイオマス用植物を開発するなど、将来事業化に貢献できる技術の開

発に取り組むことも重要。 

・ 事業化の対象範囲は、技術のロードマップで直接燃焼、メタン発酵、固体燃料

化、液体燃料化などに絞られたが、固体燃料化では半炭化、液体燃料化ではジェッ

ト燃料が重要であり、技術開発を加速すべき。 

・ バイオリファイナリーは、既に技術を確立している紙パルプ業界との連携が重

要。 

 

＜販路（出口）＞ 

・ 鶏糞発電の効率は 25％程度であるが、蒸気を有効活用すると 50％に上がる。事

業化には、排熱の有効利用や熱利用施設への併設などの立地条件が重要。 

 

＜バイオ燃料＞ 

・ バイオエタノールは、事業化を後押しする仕組みができていない。この検討チ

ームで ETBE は地産地消を否定するものではないとの意見があったが、全国一律・統

一から二元化への示唆と受け止め。全国区のバイオガソリンと地域燃料が並立し共

存する仕組みを関係省庁も参加した少人数のワーキンググループで掘り下げて検討

する必要。2012 年は震災からの復興の年であり、地産地消のバイオ燃料と ETBE の

両方を普及するという日本型バイオエタノールシステムをつくることは時宜を得て

おり、アジア諸国へ発信・展開できる。 

・ BDF の製造・利用は、災害時のエネルギー源、循環型社会・低炭素化社会の形

成などの意義があるが、地域の流通が線でつながっていないため、育成が難しい状

況。BDF の普及には、BDF 混和時の軽油取引税減免と地域流通体制が非常に重要であ

り、エタノールと併せて BDF もワーキンググループで具体的な検討を行うべき。 

・ BDF は、現在は主に自治体の公用車で利用されているが、今後の普及には流通

網の課題。石油業界との連携が必要であり、関係業界との議論の場を設けて検討す

る必要。 

 

＜政策支援＞ 

（全般） 

・ バイオマスの事業化には、入口から出口までの一貫システムを構築する必要。

その際、広く薄く存在するバイオマスの効率的な収集運搬システムの構築が必要。

施設整備への支援は、燃料製造者だけでなく、燃料受入れ側への支援が必要。中小

規模事業への補助率上乗せなどが必要。下水汚泥と生ごみなど複数の廃棄物を組合

せて利用することが必要となっており、その際の各省を横断した手続きの簡素化が



 

必要。安定事業収入の確保の観点からは、中低温の排熱利用など熱利用へのインセ

ンティブ付与が必要。 

・ 自治体のバイオマス関係の PFI 等のプロジェクトは過剰な競争にさらされ多大

な労力を投入しているので、応募の際に一定の技術や実績のある企業にアドバンテ

ージを付与できないか。 

 

（導入量目標） 

・ 欧州ではバイオガスの系統接続を行っており、バイオ燃料のユーザーである電

力業界・ガス業界との連携が重要。海外では、供給構造高度化法のバイオ燃料のガ

ソリンの３％混合は義務ではないと言われる。欧州のように強制的な形でのバイオ

燃料導入のロードマップが必要。 

・ バイオマスの事業化にとどまらず産業化を推進する必要。産業化には一定以上

の規模が必要であり、民間企業が儲かる仕組み、特に安定市場をつくる必要があり、

米国のようにバイオマスの目的生産物別の数値目標の設定が必要。その際、燃料化

と熱・電気は区別すべき。 

 

（原料収集・運搬） 

・ 下水汚泥や RPF などの利用に際し、燃料としての一定の品質を満たせば有価物

として取扱うなど廃掃法上の有価物性の判断基準に関するガイドラインの作成が必

要。また、燃料の品質評価制度や JIS 化の検討が必要。 

・ 下水汚泥の固体燃料化は、特に最新の低温炭化については広島県や愛知県で DBO

方式等により取り組まれているが、燃料の品質を満たせば基準を緩和するなど廃掃

法上の有価物性の判断基準の緩和が必要。 

・ バイオマス利用促進の政策として、規制緩和等の制度上の支援は必要だが、例

えば、廃棄物である廃木材の場合は防腐剤といった化学物質の含有の可能性から、

地元自治体等による周辺住民への説明が必要となるなど、適切な運用に関する住民

理解も考慮して政策を考える必要。 

 

（地域の取組） 

・ 再生可能エネルギーと省エネルギーが基本方向となる中で、バイオマスをはじ

め、小水力、太陽光などの分散型エネルギーを地域で育成し、災害に強いまちづく

りを進めることが課題であり、その環境整備を支援する仕組みが必要。 

・ 家畜糞尿のメタン発酵では水処理すると事業として成り立たず液肥利用が必要

など、各地域にあった設計が必要。人口 10 万人程度の都市であれば、食品廃棄物と

糞尿を全て使いつくせば事業化は可能との試算結果もある。 

 



 

（国内バイオマス） 

・ 電力業界は海外からの混焼用木チップの輸入に動いており、FIT が導入されて

も、国内バイオマス利用のインセンティブの政策・制度がなければ、海外に需要が

流れてしまうことに注意が必要。 

 

（下水汚泥） 

・ 全国に約 2000 箇所の下水道施設があるが、下水汚泥のメタン発酵は、①嫌気発

酵で高濃度の窒素が下水に戻るため、水処理負荷を軽減させるための設備コスト増

に対して施設整備の補助率の嵩上げ等の対応ができないか。②下水汚泥と生ごみの

混合利用によってエネルギー回収効率が上がるが、自治体の下水道部局と清掃部局

との連携が必要。混合利用に対応した統合補助金のようなものができないか。下水

処理とメタン発酵を一緒にすれば、衛生事業＋エネルギー回収が達成可能であり、

パッケージ型インフラとして海外展開も可能。 

 

（木質） 

・ 森林再生プランでは 2020 年に木材自給率 50％を達成することを目標としてお

り、林業活性化と一体となった林地残材の収集運搬システムの構築を進める必要。 

・ 最大の未利用バイオマスである林地残材の活用には、林業の持続性が必要であ

り、上流や川上の林業者へのインセンティブを付与する政策が必要。 

・同時に 20～30 年の伐期の森林資源の持続可能性の問題への留意が必要。例えば、

発電・燃焼後に大量に出る燃焼灰を林地に戻すことが重要。 

 

（省庁連携） 

・ バイオマスの事業化には、原料の収集運搬、変換、利用に係る法律制度面の対

応が必要であり、最前線に立つ自治体が個別に取り組んでも進まない。各省及び国

の出先機関が連携し、自治体とのコーデイネート機能を果たす必要。 

・ バイオマス普及・市場開拓を横断的に推進する組織の設立の検討が必要。 

・ バイオマスは各省庁をまたがるので、支援機構の設立など統一的な窓口の設置

が必要。 

 

＜海外展開＞ 

・ アジアにおけるバイオマス展開は、アジア・日本型のバイオマス利用システム

の展開を考える必要。 

・ 原料の大量、安定、低コストの観点からは、アジアとの連携も大事。 

・ 将来の世界の食料供給不足の可能性を考慮すれば、今のバイオマスの取組は世

界のビジネスチャンスにつながる可能性。 



 

・ 海外展開のためには、国内で事業化を実現しモデルを示していく必要。 

・ 海外事業との整合性は、海外バイオマスの方が大規模で安い中で、国内バイオ

マスの利用促進を目標とするならば、海外との価格のバランス、接点をどうするか

等について整理が必要。 

・ アジアにおけるバイオマス展開は、出口の食料供給との競合などのレピュテー

ションリスク、入口の土地利用リスクへの対応（例えば、持続性に関する認証制度

等）が必要。 

以 上 

 


